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ごみについて考えよう！和歌山市のごみ情報紙

月間
3r reduce（リデュース）

reuse（リユース）

recycle（リサイクル）　　　

10 月は３Ｒ月間です。更なるごみの減量と持続可能な社会を
目指して日々の生活の中で３Ｒ見直してみませんか。

ごみとなるものをもらわない、 出さない

繰り返し使う

分けて資源に

　プラスチックごみを減らし持続可能な社会を目指すため、 今年の 4 月に、

プラスチック製品の設計から製造 ・販売、 廃棄物の処理まで、 プラスチック資源の

循環等の取り組みを促進する 『プラスチック資源循環促進法』 が、 施行されたよね。

私たちの生活にどの様な影響などがあるのかな？

まずは、

２R （リデュース ・ リユース）

から考えてみよう。

レジ袋が有料義務化やバイオマスプラスチックになってるよね。

その第二弾のようなことだよ。 お店で無料でもらっているプラスチック製品が、 さらに

これからは、 有料になるかもしれないよ。

プラスチック製のフォーク ・ スプーン ・ ナイフ ・ マドラー ・ ストローの 5 品目。

ホテルや旅館でもらう歯ブラシ ・ くし ・ 使い捨てかみそり ・ シャワーキャップの 5 品目。

クリーニング店で提供されるハンガーと衣類カバーの 2 品目の合計 12 品目で、　

ワンウェイのプラスチック製品を削減するためだよ。

えっ‼12 品目⁈
そーいえば、 台所の引き出しにたくさんあるなぁ



　これまではたくさんの天然資源を使って物を作り、たくさんの物を買ったり使ったりして、たくさんごみ

として捨てる社会でした。よって様々な環境問題や廃棄物発生量の増加など世界全体で深刻化しており

一方通行型の経済社会活動から、持続可能な形で資源を利用する『循環経済（サーキュラーエコノミー）』

を目指すことが、現在社会の流れとなっています。サーキュラーエコノミーは、従来の３R に加えて、

資源・製品の価値の最大化、資源消費の最小化、廃棄物の発生抑止を目指すものです。これは、これまで

廃棄されていた製品や原材料を大切な資源と考え、限りある資源の効率的な利用等により、循環性と収益性

を両立する新しい経済システムで、多くの日本の企業も積極的に取り組んでいます。

　私たちも環境を意識しながら、これからの社会を考えていきませんか？

　

ほらー！引き出しの中に

こんなにたくさんあるよ。

ほらー！引き出しの中に

こんなにたくさんあるよ。

いつか使うかな～と、 思って

もらっていたら、 こんなに増えてしまったよ。

結局、 いらなかったな～使ってないな…　

レジ袋の代わりにマイバックを持つのと同じ様にマイ箸やカトラリーセット

（箸 ・ スプーン ・ フォーク） などを用意したり、 必要に応じて断るようにする。

繰り返し使えるものを活用することが大切だよ。 「いる」 か、 「いらない」 かを

考えプラスチック削減へみなさんも行動してみませんか？

うわ～たくさんあるね～

『サーキュラーエコノミー』 ってなに？リリクルの環境コラム

脱炭素社会に向けてまずは、 プラスチック削減を考えてみてください。

3R( リデュース ・ リユース ・ リサイクル） + リニューアブル

な
る
ほ
ど
～

？



　　
1. 自然を愛し、きれいなまちをつくりましょう。
2. 互いにたすけあい、希望にみちたまちをつくりましょう。
3. きめごとを守り、人に迷惑をかけない市民になりましょう。

　　
1. 自然を愛し、きれいなまちをつくりましょう。
2. 互いにたすけあい、希望にみちたまちをつくりましょう。
3. きめごとを守り、人に迷惑をかけない市民になりましょう。

和歌山市民憲章

（昭和 41 年 11 月 3日に制定されました。）

わたくしたちは、和歌山市民であることに誇りをもち、平和で豊かな
まちをつくるため、市民の心がまえを定めます。　　　　　　

４, 仕事に誇りを持ち、たくましい市民になりましょう。
５, 教養を高め、視野の広い市民になりましょう。
４, 仕事に誇りを持ち、たくましい市民になりましょう。
５, 教養を高め、視野の広い市民になりましょう。

小型家電等の地区回収について

小型家電等回収スケジュール ( 予定 )
１０月：広瀬・今福・高松・芦原・貴志・有功・雑賀崎・田野
１１月：本町・城北・三田・木本・紀伊・名草
１２月：大新・新南・宮・湊・西和佐・岡崎・西山東・東山東・加太
　１月：中之島・野崎・和佐・川永・雑賀・小倉・山口

小型家電は自己搬入もできます
★青岸ストックヤード：月～土曜日 ( 祝日含む )　9時～ 15 時 30 分
　　　　　　　　　　　☎073-435-5560
★収集センター：月～金曜日 ( 祝日含む )　9時～ 15 時（要事前連絡）
　　　　　・北事務所：☎073-471-1503　・西事務所：☎073-453-0253

小型家電小型家電
乾電池 ・
ボタン電池
乾電池 ・
ボタン電池

蛍光管蛍光管

マッチマッチ 花火花火ライターライター

・品目ごとに分別してお渡しください。
・蛍光管は購入時の紙箱や新聞紙等でくるんでください。
・ボタン電池はセロハンテープ等で絶縁してください。

●危険防止のため未使用のマッチ、花火も受け取ることができます。

地区回収の詳細が、わからない等ご質問を
頂きます。
以前は、月日・時間・場所を掲載していまし
たが、回収時間前に放置されたり回収品目
以外の物も置かれるなど周辺住民の方に、
ご迷惑をかけていました。
よって、回収予定月だけを掲載させて
いただいております。ご了承ください。

回収場所にて職員が待機しています
ので、時間内に直接お渡しください。
場所や日時などは、地域の回覧板や
支所・連絡所・収集センター北事務所
・一般廃棄物課でご確認ください。

ご
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令和 4年 7月、和歌山市で収集作業中の収集車内で中身の残っていた塗料のスプレー缶が破裂し、塗料が
周辺に飛び散るという事案が発生しました。スプレー缶タイプの塗料・殺虫剤・化粧品・カセットボンベ等を、
資源収集日の「かん」の日に出す場合は、必ず中身を使い切り、他の缶と別の袋へ入れて缶の日に出して
ください。中身の残ったスプレー缶やカセットボンベがあると、収集車への積み込み時や処理作業中に破裂や

火災につながります。よって、　『中身が残っているもの』は、収集できません。
　※中身を出しきる際は、風通しの良い、火気のない屋外で作業してください。
冬場は静電気にも注意し、作業後もしばらくは火気の使用をひかえてください。
　また、使いきることができない場合は、一般廃棄物課へご相談ください。
　

よくある質問コーナー 日頃から電話でのお問い合わせの多い内容を載せています。

参考にしてくださいね。

スプレー缶　編
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■発行／和歌山市一般廃棄物課
和歌山市の「ごみ」に関する情報は、和歌山市 LINE 公式アカウントや
リリクルネットにも掲載しています。ぜひ、ご利用ください
リリクルネット：http://www.rerecle.net/　　　
和歌山市HP：http://www.city.wakayama.wakayama.jp
【お問合せ】電話 073-435-1352　FAX 073-435-1270　E-mail　ippanhaiki@city.wakayama.lg.jp

リリクルネット

環境政策課からの

お知らせ

保守点検（和歌山市に登録のある保守点検業者）清掃（地域担当の清掃業者） 水質検査（和歌山県水質保全センター）

浄化槽を

使用している方へ

補助金を活用して

合併処理浄化槽へ

改造　しましょう！※

補助金を活用して

合併処理浄化槽へ

改造　しましょう！※

ご家庭のトイレが浄化槽の場合は、「清掃」「保守点検」「水質検査」を必ず行い、
悪臭等で近隣に迷惑がかからないように維持管理しましょう。
水路や川などを汚さないようにし、みんなできれいな環境を守りましょう！！

※改造とは、使用中の既存建物において、単独処理浄化槽・汲み取り便所から

合併処理浄化槽へ切り替えるものです。住宅の建て替えは含みません。　

令和 4年６月１3日（月）～令和 5年１月３１日（火）

公共下水道事業計画区域と集落排水整備区域を除く区域

【お問合せ先】浄化衛生課　☎ 073-435-1067

補助は予算の範囲内で
行いますので、予算が
なくなり次第受付終了
となります。

対象区域

補助対象

受付期間

令和 4年４月以降に着工し、令和 5年３月末日までに合併処理浄化槽の
設置工事が完了する個人住宅。【他にも諸条件があります。
詳しくはホームページ、または浄化衛生課までお問合せ下さい。】

「単独処理浄化槽」・「汲み取り便所」を「合併処理浄化槽」に改造していただいた場合

従来の補助金に加え、配管工事費用の補助金を上乗せ （上限 30 万円） します。

浄化衛生課
からの

お知らせ


